
(1)対人補償 無制限
事故によって第三者に怪我や後遺症を与えたり、死亡させてしまったりした場合に適応されます。

(2) 対物補償 無制限 ＜免責金額(＝自己負担金)20万円＞

事故によって当社車両以外のものを破損(相手車両・ガードレールなど)した場合に適応されます。

(3) 車両補償 車両時価額まで＜免責金額(＝自己負担金)20万円＞

自損や単独事故を含め、当社車両が破損した場合に適応されます。（フロントガラスの飛び石は補償対象外）
※ただし車両時価額(250万円)を超過する修理費用等が発生した場合は、免責金額に加え超過分もお客様負担となります。 

(4) 人身傷害補償（1名あたり3,000万円）

運転者や同乗者が、事故によって後遺障害を負ったり、死亡してしまったケースで適応されます。

自動車保険 ・ 免責金額（自己負担額）・ NOC（ノン・オペレーション・チャージ) について・・・

（１）免責金額（=自己負担額）とは？
●免責金額とは、保険事故（保険会社が保険金の支払いをする事故）が起きた際に、自損事故を含めて、

お客様が保険会社に対し、自己負担しなければならない金額のことです。
● 大手レンタカー会社が行っている「免責補償制度」などの制度はありません。

免責金額は事故などの内容により、「対物補償のみ」を適応、または「車両補償のみ」を適応、または、

「対物補償＋車両補償の両方」を適応する場合があるため、最大合計40万円となる場合があります。
※クレジットカードでの支払いの場合は、5％の決済手数料を別途頂戴します。

（２）NOC（ノン・オペレーション・チャージ／休業休車賠償費） とは？

●利用中に当社の責ではない事故・盗難・故障・汚損・車内外装備の損害などが発生し、修理・清掃・備品購入などが
 必要になることで、次のお客様の予約を取消したり、一時的に予約受付ができなくなった場合、その期間中の当社への
 営業補償及びその対処費として、当社に対し支払っていただく賠償費用のことをNOCと呼称しています。
●自損・他損を問わず、当て逃げなど相手が特定できない事故の場合も、NOCの支払いの対象となります。
●当社指定工場での修理日数に応じた金額をNOCとしてお支払いいただきます。(上限10日）
● 大手レンタカー会社が行っている「免責補償＋NOC補償制度」などの制度はありません。
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保険事故に関係する「免責金額(＝自己負担額)」とは異なり、当社に別途お支払いいただくものです

A)自走して当社拠点または指定場所に返還した場合
1万円+2.2万円×NOC日数(最大23万円/税別)
※指定工場までの移送費(10,000円)を含みます

B)自走できず当社拠点または指定場所に返還できなかった場合
5万円+2.2万円×NOC日数(最大27万円＋陸送費/税別)
 ※指定工場までの陸送費は別途実費(暫定10万円で請求)

【修理等の金額とNOC日数の目安】

■当社車両の自動車保険の補償内容  （貸渡料金に含みます／免責があります）

※上記は目安(参考日数)で状況より異なります

〇修理・補修・再購入等の費用の合計が・・・
(1)「0.5～5万円」の場合 ⇒NOC日数[2]
(2)「6～20万円」の場合 ⇒ NOC日数[4]
(3)「21～50万円」の場合⇒ NOC日数[6]
(4)「51万円～」の場合  ⇒ NOC日数[10]
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← 免責金額は、
最大40万円

以下の２点は、事故などにより自車・他車、または両方に損害を与えた場合のみ、
返却時に追加料金としてお支払いいただくものです



以下は、事故などにより、返却時に追加料金として発生する、
「免責金額（=自己負担額）」 と 「NOC（ノン・オペレーション・チャージ）」

の説明イメージになります。

補足説明-1

主に外国人の方への説明のために使用しているため英語版になります。ご了承ください。
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Case study-3
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